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今後の学校運営についてのお知らせ 

  

日頃より本校の教育活動に対し、ご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

８月２６日に区より発出されました「緊急事態宣言下における感染症対策の徹底」にありますような区の方針に

加え、学校としての感染症対策の取組として下記の４点を追加し、感染症対策を強化しながら学校運営を行って

参ります。また、裏面には今後の学校運営とお願いを記載させていただきました。保護者の皆様のご理解とご協力

をいただきますようお願いいたします。 

記 

  １， 時差登校について 

○朝の健康チェックや検温体制を強化します。 

・9月 2日（木）より緊急事態宣言解除まで登校時における時差登校を実施します。 

登校時間は ３年 8:25  2年 8:35 1年 8:45 までに登校とします。 

・各学年のフロアで教員による検温を実施し、健康観察の体制を強化します。 

・9月 1日（水）は連絡が徹底できず混乱が予想されるため、通常通りの登校とします。 

   

２， 9月 1日（水）に予定している行事等について 

○保護者による引き取り訓練は全学年中止・延期といたします。  

○生徒対象の避難訓練・防災講話は実施方法を見直して行います。 

○3年修学旅行説明会を 2回に分散して実施します。会場は体育館   

【第１回】１０：３０～１１：００  １，２組の保護者対象 【第２回】１1：00～１１：３０  ３，４組の保護者対象     

 

  ３， 9月 18日（土）に予定している行事等について 

○学校公開 は中止とします。 

○1年野外体験説明会を 2回に分散して実施します。会場は体育館、詳細は別途通知いたします。  

【第１回】１０：００～１０：３０ １，２組男女、３組男子の保護者対象 

【第２回】１０：３０～１１：００ 3組女子、４，５組男女の保護者対象     

○午後に予定していた小学生保護者対象学校説明会について対面での説明会は中止とします。代替えと 

してオンラインで実施、詳細は書面で別途通知いたします。１０月の説明会は対面での実施予定です。 

      ※９月１８日（土）は緊急事態宣言解除であっても上記の形で実施します。 

  

  ４， 部活動について 

○区の方針にもありますように公式大会やコンクール等に参加予定の部に関しては週４日以内、 

大会・コンクール等がない部活に関しては週３日以内の活動とします。ただし、朝練は中止とします。 

                                                                              

 以  上 

 ※上記方針については８月２７日（金）より緊急事態宣言解除までの適用といたします。 

※今後の感染状況により、上記方針等が変更や延長となる場合があります。 



今後の学校運営とお願いについて 

１ 登校前 

 〇毎朝、検温を行い、健康チェックカードに記入をお願いします。今回からはご家族の健康状態もご記入をお 

願いいたします。必ず、健康チェックカードを持参させてください。 

 〇発熱やだるさなど体調不良がみられる場合は登校を控え、自宅で療養させてください。 

 〇欠席や自宅療養、登校に不安がある場合は保護者から 8時１５分までに学校に電話連絡をお願いします。 

○登校時の服装は標準服（学生服）又は体操着とします。保健体育の授業がある場合は、体操着で登校させ 

てください。更衣室の密着、密接、密集（いわゆる３密）を避けていきます。 

 

２ 授業 

 〇十分な距離を保ち、換気をしながら授業を行います。原則、マスクを着用して授業を受けます。 

 〇必ずハンカチを持参させてください。 

〇教室内の温度はエアコン等を使用しながら、適温を保ってまいります。気温が低い場合は、衣服で調整する 

ようにしてください。 

 ○音楽では歌唱及び管楽器の学習は行いません。家庭では調理実習を実施しません。短時間の意見交換や 

グループワークは実施しますが 1時間にわたる話合い活動は行いません。 

 

３ 休み時間 

 〇休み時間も教室等、十分な換気を行います。 

 〇他の生徒と接する際には３密とならないよう指導していきます。 

 

４ 給食 

 〇通常通り実施いたします。黙食とし、ガードを設置しての喫食となります。 

 

５ 清掃 

〇感染症対策を行った上で実施します。できるだけゴミ等が出ないようにお声をかけてください。また、使用 

済みのマスクやティッシュについても持ち帰るように指導いたします。 

 

６ 具合が悪くなった場合 

〇具合の悪くなった生徒は今まで通り、保健室へ移動し、経過観察をいたします。 

〇発熱を確認した場合は原則、早退となります。状況によってはご家庭のお迎えをお願いすることになります。 

 

７ 放課後の活動について 

〇活動終了後は速やかに下校するよう指導していきます。 

   

８ 宿泊行事(3年修学旅行、2年スキー教室、1年野外体験)について 

  ○実施する方向で準備しております。 

 

この件についての問い合わせ  副校長  葛 木 有 紀   ０３（３６１６）２２７１            


